
介護保険一部負担額

介護サービス
利用者負担額

税区分

非課税

〃

〃

〃

※１時間半を超えて身体介護型サービスをご利用いただく場合には、３０分増すごとに８４円加算されます。

介護サービス
利用者負担額

税区分

非課税

〃

※身体介護型サービスに引き続き生活援助型サービスをご利用いただく場合、２０分以上４５分未満で６７円
　４５分以上７０分未満で１３４円、７０分以上で２０１円加算されます。

費　　　目 税区分 料　金

初回加算 非課税 ２００円/月

緊急時訪問介護加算 〃 １００円 居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合

生活機能向上連携加算Ⅰ 〃 １００円/月

生活機能向上連携加算Ⅱ 〃 ２００円/月

早朝・夜間加算 〃 ２５％

特別地域訪問介護加算 〃 １５％

介護職員処遇改善加算Ⅰ 〃 １３.７％ 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 〃 ４．２％ 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

介護職員等ベースアップ等加算 〃 ２．4％

　※介護保険負担割合証の負担割合が２割又は３割と記載されている方は、介護保険一部負担額はその割合を
　　乗じた額になります。
 ※当事業所は特別地域に指定されているため、基本利用料に15%の加算があります。ご了承ください。

介護保険一部負担額

介護サービス
利用者負担額

税区分

介護予防・日常生活支援
　　　　　　総合事業Ⅰ

非課税

介護予防・日常生活支援
　　　　　　総合事業Ⅱ

〃

介護予防・日常生活支援
　　　　　　総合事業Ⅲ

〃

費　　　目 税区分 料　金

初回加算 非課税 ２００円

特別地域訪問介護加算 〃 １５％

介護職員処遇改善加算Ⅰ 〃 １３.７％ 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 〃 ４．２％ 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

介護職員等ベースアップ等加算 〃 ２．４％

　※介護保険負担割合証の負担割合が２割又は３割と記載されている方は、介護保険一部負担額はその割合を
　　乗じた額になります。
 ※当事業所は特別地域に指定されているため、基本利用料に15%の加算があります。ご了承ください。

≪ 　訪　問　介　護 　≫

料　　金

１８３円

サービス時間

１６７円

２５０円

令和４年１０月１日現在

身体介護
２０分以上３０分未満

３９６円

介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

さんデイケアホームヘルパーステーション利用料金表

さんデイケアホームヘルパーステーション利用料金表
≪ 介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス）≫

サービス時間

２０分未満

料　　金

２,３４９円/月

介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

要支援２、事業対象者の方で週２回を超える利用

３０分以上１時間未満

生活援助
２０分以上４５分未満

１時間以上 ５７９円

山間などの地域に所在する事業所の訪問介護員がサービス
を行った場合（基本料金に15％加算）

令和４年１０月１日現在

内　　　容

月　　額

早朝[午前6時～午前8時]･夜間[午後6時～午後8時]の時間帯
にサービスを行った場合（基本料金の25％増し）

サービス提供責任者が初回若しくは同月内に訪問した場合

内　　容

４５分以上 ２２５円

サービス提供責任者が初回若しくは同月内に訪問した場合

要支援１･２、事業対象者の方で週１回程度利用

理学療法士等と連携して計画に基づくサービス提供を行い、
サービス提供責任者と理学療法士等で共同評価を行った場合

内　　　容

１,１７６円/月

理学療法士等と連携して計画に基づくサービス提供を行った場合

山間などの地域に所在する事業所の訪問介護員がサービス
を行った場合（基本料金に15％加算）

３,７１５円/月

要支援１･２、事業対象者の方で週２回程度利用


